
高浜町内浦地区から避難先施設までの主な経路

ＵＰＺ

PAZ

避難先（県内避難）

敦賀市

敦賀市立松陵中学校、
敦賀市立少年自然の家

しょうりょう

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のルートを活用し避難を実施。

Ø 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、福井県等が配車した車両で避難先まで避難を実施。

県外避難

広域避難先（県外避難）

兵庫県・三田市 駒ヶ谷運動公園
さん だ し こまがたに

県外避難時の経路
県内避難時の経路

【一時集合場所】

内浦公民館

PAZ内
地域

人口 うちﾊﾞｽ
避難者数

うちうら

高浜町内浦地区
686人 8人

【代替避難経路】
国道27号→国道303号→国道161号
→国道8号

【主な避難経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴
若狭自動車道→敦賀ＩＣ

※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴

若狭自動車道に加え、若狭西街道や若狭梅街道を
活用したルートによる避難も状況に応じて実施。

うち うら

【一時集合場所】

旧音海小中学校

うち うら

おと み

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

【主な避難経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若
狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１
号（小浜綾部線）等を設定

つる が し

【主な避難経路②】
国道27号
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高浜町青郷地区から避難先施設までの主な経路
せい きょう

51

PAZ

ＵＰＺ

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

Ø 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、福井県等が配車した車両で避難先まで避難を実施。

PAZ内
地域

人口 うちﾊﾞｽ
避難者数

高浜町

青郷地区
2,570人 22人

県外避難

広域避難先（県外避難）

兵庫県・宝塚市
末広体育館、他7か所

たから づか し

避難先（県内避難）

敦賀市

敦賀市立粟野南小学校、
敦賀市立看護大学、他3か所

つる が し

あわのみなみ

【代替避難経路】
国道27号→国道303号→国道
161号→国道8号

せいきょう

発電所を追記
府県区分線を黒線化
PAZとUPZを追加記
述
避難先の市町輪郭を
記述

【一時集合場所】

青郷小学校

※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴

若狭自動車道に加え、若狭西街道や若狭梅街道を
活用したルートによる避難も状況に応じて実施。

県外避難時の経路
県内避難時の経路

【主な避難経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若
狭自動車道→敦賀ＩＣ

【主な避難経路②】
国道27号

【主な避難経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定

せいきょう

せいきょう

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)
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高浜町高浜地区から避難先施設までの主な経路
たか はま

52

ＵＰＺ

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。

Ø 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、福井県等が配車した車両で避難先まで避難を実施。

県外避難

広域避難先（県外避難）

兵庫県・猪名川町
猪名川スポーツセンター、他2か所

兵庫県・宝塚市 東公民館、他6か所

避難先（県内避難）

敦賀市

敦賀市中郷体育館、
敦賀市立中央小学校、他５か所

なかごう

つる が し

PAZ内
地域

人口 うちﾊﾞｽ
避難者数

高浜町
高浜地区 4,555人 52人

【一時集合場所】
高浜小学校

【代替避難経路】
国道27号→国道303号→国道161号
→国道8号

【主な避難経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自
動車道→敦賀ＩＣ

【主な避難経路②】
国道27号

県外避難時の経路

県内避難時の経路

※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴

若狭自動車道に加え、若狭西街道や若狭梅街道を
活用したルートによる避難も状況に応じて実施。

PAZ

いながわちょう

たからづかし

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

【主な避難経路③】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、府道・県道１号（小浜綾部線）等を設定
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PAZ内から県外避難先施設までの広域避難経路（高浜町3地区）

三田市

宝塚市

Ø 福井県は、県内避難が基本であり、県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。

Ø 県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

【代替避難経路】
府道・県道1号線→国道27号
→国道173号→国道372号→
県道12号

PAZ

ＵＰＺ

【代替避難経路】
国道27号→国道303号→国道161号→ 
京都東IC→名神高速→中国自動車道→
宝塚IC又は西宮北ＩＣ下車

【主な避難経路】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ
→舞鶴若狭自動車道→三田西ＩＣ
下車又は中国自動車道→宝塚IC
下車

丹波の森公苑

三木総合防災公園

県外避難を実施する際、避難先施設に
おいて駐車場確保が困難な場合等に
は、「車両一時保管場所※」を設置する。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す

さん だ し

たからづかし

猪名川町
い な がわ ちょう
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舞鶴市PAZ内６地区※から避難先施設までの主な経路
まい づる し

PAZ

ＵＰＺ

避難先(府内避難）
京都市

元有済小学校、他11か所

広域避難先（府外避難）

兵庫県・神戸市
田園スポーツ公園、他1か所

【主な避難経路】
国道27号→舞鶴西IC →舞鶴若狭自
動車道→吉川JCT →中国自動車道
→神戸三田IC →六甲北有料道路→
吉尾ランプ→県道82号→県道38号

【主な避難経路】
国道27号→舞鶴西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→
綾部ＪＣＴ→京都縦貫自動車道→沓掛ＩＣ

PAZ内
地域

避難
対象者 うちﾊﾞｽ

避難者数

松尾地区 18人 2人

杉山地区 43人 5人

大山地区 55人 6人

田井地区 165人 17人

成生地区 56人 6人

野原地区 241人 25人

合計 578人 61人

※PAZに準じた避難を行う地区を含む

ゆう さい

神戸市

府外避難時の経路

府内避難時の経路

※府内・府外何れに避難
する場合でも同経路

なり う

のはら

た い

おお やま

すぎやま

まつ お

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

京都市

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のﾙｰﾄを活用し避難を実施。
Ø 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、京都府等が配車した車両で避難先まで避難を実施。
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日置交差点

小浜西ＩＣ付近

大門七条交差点

薗部口交差点

小倉交差点 湯岡橋東詰交差点

PAZ

UPZ

１．交通誘導対策
主要交差点等における府県・市町職

員や府県警察職員等の交通整理によ
り、円滑な避難誘導を実施。

２．交通広報対策
・道路管理者が管理する 「道路情報
板」及び府県警察が管理する「交通
情報板」を活用した広報

・日本道路交通情報センター
（JARTIC）が行うラジオ放送、交通情
報提供システム（AMIS）を利用した
カーナビへの情報提供による広報

・県配備の「避難誘導・交通規制用ＬＥ
Ｄ表示装置」による広報 等

３．交通規制対策
・混雑発生交差点における信号機操
作、混雑エリアでの交通整理・誘導・
規制等による円滑な交通流の確保。

・信号機の滅灯等動作不能の事態が
発生した場合は、自家発電機等によ
る応急復旧、警察官等による現場交
通規制により対応。

：道路情報板設置箇所

【凡例】

：自家発電機付信号機

：交通整理・誘導を行う主な主要交差点

【自家発電機付信号機】

避難経路等に所設置

【ﾍﾘによる映像伝送】

道路渋滞状況を把握し、避
難誘導・交通規制

【避難誘導ｲﾒｰｼﾞ】

主要交差点にて実施

避難を円滑に行うための対応策

高浜地域における交通対策

そのべぐち

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

Ø PAZ及びUPZ内住民の車両による避難を円滑に行うため、ﾍﾘからの映像伝送により道路渋滞を把
握し、関係府県・関係市町及び府県警察による避難車両の誘導や、主要交差点等における交通整
理・規制、「道路情報板」等を活用した広報等の交通対策を行う。

ひ き

おおもんななじょう

ゆのおかばしひがしづめ

大飯高浜ＩＣ付近

舞鶴東ＩＣ付近
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自然災害等により避難先が被災した場合の避難先の多重確保

Ø 自然災害等により、避難先施設が利用できなくなった場合に備え、福井県及び京都府では府県内に加え、府県外
においても避難先をあらかじめ確保済み。

Ø さらに、府県外避難先が、被災等のやむを得ない事情により、事前に定めた人数の受入れができない場合には、
同一受入れ府県内において、必要な受入れの割当てを見直し、避難先の確保を行う。

Ø また、避難先府県において、受入れの一部又は全部ができない場合には、関西広域連合に対し、その受入れがで
きない部分についての受入れの調整を要請する。

Ø 関西広域連合は、受入れの要請を受けた場合には、構成府県・連携県に受入可能人数・施設等を照会し、避難元
府県その他の構成府県・連携県と調整の上、避難先の確保を行う。

※京都府、福井県は他府県の避

難先としては想定しない

関西広域連合
の構成府県・連携県

構成府県 連携県

滋賀県
京都府※

大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
徳島県

福井県※

三重県
鳥取県

【避難元・府県外避難先の全体像及び構成府県・連携県】

事前に定めた
府県外避難
先へ避難

同一受入れ府
県内で調整した
避難先へ避難

関西広域連合

構成府県・連携
県内で調整した
避難先へ避難

同一受入れ府県内
において避難先が
確保できない場合

自然災害等により
事前に定めた府県
外避難先が利用で
きない場合

【府県外避難先の多重確保】
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半島地域が孤立した場合の対応（内浦半島、大浦半島）

Ø PAZに該当する内浦半島（福井県高浜町）や、大浦半島の一部（京都府舞鶴市）については、自然災害等により住民が孤立した場合、避難体制が整うま

では放射線防護施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を実施し、その後、船舶やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰにより海路及び空路による避難を実施。なお、関西電力にお

いても、船舶やﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを確保し、海路及び空路による避難を支援する。

Ø また、道路等の管理者は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道路交通の確保に努める。

Ｈ

うち うら たかはま おおうら まいづる

Ｈ

音海漁港

内浦港

Ｈ

Ｈ

うち うら おお うら

Ｈ

神野浦漁港

PAZ 旧音海小中学校

放射線防護施設
（収容可能者数：150人）

屋内退避施設
（収容可能者数：195人）

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要な支援を実施。実動組織への要請後、
発電所や気象の状況等を踏まえ、必要に応じ警戒事態の段階においても、原子力施設近傍のヘリポート適地等へのヘリコプターの推進を調整するなど柔軟に対応。

＜凡例＞

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港・港湾施設

：放射線防護施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

旧音海小中学校

日引漁港

内浦公民館

放射線防護施設

（収容可能者数：120人）

Ｈ

若狭高浜漁協音海支所

屋内退避施設
（収容可能者数：55人）

旧神野小学校

屋内退避施設
（収容可能者数：293人）

旧日引小学校

屋内退避施設
（収容可能者数：338人）

成生漁港

野原漁港

竜宮浜漁港

水ヶ浦漁港

成生漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：60人）

田井漁村センター

屋内退避施設
（収容可能者数：100人）

大浦小学校

屋内退避施設
（収容可能者数：300人）

大浦小学校グラウンド

田井ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｾﾝﾀｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

内浦小中学校

大浦会館

放射線防護施設
（収容可能者数：60人）

屋内退避施設
（収容可能人数：150人）

舞鶴港等

船舶による避難

ヘリによる避難

和田港等

田井漁港

内浦半島

大浦半島

た い

なり う

た い

ひ びき

ひ びき

うち うら

うち うら

おお うら

おお うら

おお うら

こう の

おと み

おと み

おと み

上瀬漁港

旧神野小学校
こう の

日引漁港

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

57

りゅうぐうはま

なり う

た い

みず が うら

うわ せ

ひ びき

うち うら

こう の うら

おと み


	高浜地域の緊急時対応�（全体版）改定
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	2．高浜地域の概要
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	3．緊急事態における対応体制
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	5．PAZ内の全面緊急事態�における対応
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51
	スライド番号 52
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	スライド番号 55
	スライド番号 56
	スライド番号 57
	スライド番号 58
	6．UPZ内における対応
	スライド番号 60
	スライド番号 61
	スライド番号 62
	スライド番号 63
	スライド番号 64
	スライド番号 65
	スライド番号 66
	スライド番号 67
	スライド番号 68
	スライド番号 69
	スライド番号 70
	スライド番号 71
	スライド番号 72
	スライド番号 73
	スライド番号 74
	スライド番号 75
	スライド番号 76
	スライド番号 77
	スライド番号 78
	スライド番号 79
	スライド番号 80
	スライド番号 81
	スライド番号 82
	スライド番号 83
	スライド番号 84
	スライド番号 85
	スライド番号 86
	スライド番号 87
	スライド番号 88
	スライド番号 89
	スライド番号 90
	スライド番号 91
	スライド番号 92
	スライド番号 93
	スライド番号 94
	スライド番号 95
	スライド番号 96
	スライド番号 97
	スライド番号 98
	スライド番号 99
	7．放射線防護資機材、物資、�燃料備蓄・供給体制
	スライド番号 101
	スライド番号 102
	スライド番号 103
	スライド番号 104
	スライド番号 105
	スライド番号 106
	スライド番号 107
	スライド番号 108
	スライド番号 109
	スライド番号 110
	スライド番号 111
	スライド番号 112
	スライド番号 113
	スライド番号 114
	スライド番号 115
	スライド番号 116
	スライド番号 117
	スライド番号 118
	8．緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施体制
	スライド番号 120
	スライド番号 121
	スライド番号 122
	スライド番号 123
	スライド番号 124
	スライド番号 125
	スライド番号 126
	スライド番号 127
	スライド番号 128
	スライド番号 129
	9．原子力災害時の医療の実施体制�（安定ヨウ素剤・避難退域時検査・簡易除染を含む）
	スライド番号 131
	スライド番号 132
	スライド番号 133
	スライド番号 134
	スライド番号 135
	スライド番号 136
	スライド番号 137
	スライド番号 138
	スライド番号 139
	スライド番号 140
	スライド番号 141
	10．国の実動組織の支援体制
	スライド番号 143
	スライド番号 144
	スライド番号 145
	スライド番号 146
	スライド番号 147

